
 

各都県の公文書管理に係る研修の規定比較表 

東京都 
第４条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理を適正
かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上さ
せるために必要な研修を行うものとする。 

鳥取県 
第 25 条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書等の管理を
適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向
上させるために必要な研修を行うものとする。 

島根県 
第 30 条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書等の管理を
適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向
上させるために必要な研修を行うものとする。 

香川県 
第 31 条 行政機関は、当該行政機関の職員に対し、公文書等の管理を
適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向
上させるために必要な研修を行うものとする。 

愛媛県 
第 12 条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理を適
正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上
させるために必要な研修を行うものとする。 

熊本県 

第 37条 ― 略 ― 
２ 実施機関及び地方独立行政法人等は、それぞれ、当該実施機関又は
当該地方独立行政法人等の職員がその責務を果たすことができるよ
う、当該職員に対し行政文書等の管理を適正かつ効果的に行うために
必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を
行うものとする。 

滋賀県 
（条例要綱案） 

(1) 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、現用公文書の管理を適正
かつ効率的に行うことができるよう、必要な知識および技能を習得さ
せ、および向上させるために必要な研修を行うものとします。 

(2) 知事は、その職員に対し、公文書館における特定歴史公文書等の適
切な保存および利用の促進ならびに歴史公文書等の公文書館への適
切な移管を図る上で必要な知識および技能を有する人材の確保およ
び資質の向上を図るため、必要な研修の実施その他の人材育成のため
に必要な措置を講ずるものとします。 

高知県 
（条例案） 

第34条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書等の管理を適
正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上
させるために必要な研修を行うものとする。 

２ 知事は、実施機関の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び移
管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させる
ために必要な研修を行うものとする。 

国 
（公文書管理法） 

第三十二条 行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政
機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正か
つ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させ
るために必要な研修を行うものとする。 

２ 国立公文書館は、行政機関及び独立行政法人等の職員に対し、歴史
公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技
能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。 

＜条例の条文案＞ 

   ６ 雑則 

２ 実施機関及び地方独立行政法人は、それぞれ、当該実施機関又は当該地方独立行

政法人の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及

び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとすること。 

３ 知事は、実施機関及び地方独立行政法人の職員に対し、歴史公文書の適切な保存

及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために

必要な研修を行うものとすること。 

資料５ 


